
平成２５年１０月２７日執行 
宮城県知事選挙、南三陸町長選挙及び南三陸町議会議員一般選挙 

期日前投票所投票立会人申込書 

平成２５年  月  日 
南三陸町選挙管理委員会 御中 

 
私は、裏面注意事項を確認の上、期日前投票所の投票立会人になることを申し込みます。 

ふりがな  
性別 男・女 

氏 名  
 

生年月日 昭和・平成    年  月  日 年齢 満    歳 

住 所 

（※住民票上の住所を記入してください。） 
〒 
南三陸町 
 

現住所 

□ 上記住所と同じ 
□ 上記住所と異なる（↓欄に現住所を記入してください） 
〒 
 
 

連絡先 
電話番号 

自宅： 
携帯： 職業 

 

所属する政党 
又は政治団体名 

（※所属政党等がない場合は「無所属」と記入してください。） 

確認事項 □ 私は、宮城県知事選挙、南三陸町長選挙及び南三陸町議会議員一般

選挙において、特定候補者の選挙運動や政治活動には参画しません。 

 

○希望する立会日の右の欄に「○」を記入してください（複数日の応募可）。 

１０月１１日（金）    １８日（金）    ２５日（金）    

１２日（土）  １９日（土）  ２６日（土）  

１３日（日）  ２０日（日）    

１４日（月）  ２１日（月）    

１５日（火）  ２２日（火）    

１６日（水）  ２３日（水）    

１７日（木）  ２４日（木）    

 

【申込受付期限：９月１３日（金）午後５時】 

【提出先：選挙管理委員会事務局（役場総務課内）】 
【→裏面の注意事項をご確認ください。】 



注 意 事 項 
 

○期日前投票立会人の資格 

・ 期日前投票所の投票立会人の資格は、選挙権を有する方（満２０歳以上の日本国民）

です。選挙権を有しない方（日本国籍を有しない方、未成年者、選挙権を停止されてい

る方等）は、投票立会人となることができません。 

※ なお、選挙権を有していることの確認を行う関係上、南三陸町の永久選挙人名簿に

登録されている方に応募を限定させていただきます。 

・ 期日前投票所の投票立会人は、１つの期日前投票所において２名選任します。なお、

同一の政党に属する方を、同じ期日前投票所において２人選任することはできません。 

 

○期日前投票立会人の職務等について 

・ 投票立会人の職務は、投票の手続きについて投票管理者の事務執行に必要な補助を行

うとともに、投票事務執行の公正を監視し、確保することです。 

・ 期日前投票所における投票立会人の職務への従事は、従事日の投票開始から投票終了

まで（通常、午前８時３０分から午後８時まで）となり、その間は原則として投票所か

ら外出することはできません。また、日の途中で交代することもできません。 

・ 昼食については、各自ご用意いただくことになります。 

 

○申込後の流れ 

・ 申込書のご提出をいただいた後、事務局において希望日及び現住所等を考慮の上調整

し、立会いの日程及び場所等については個別にご連絡差し上げます。なお、実際に立会

う期日前投票所については、お住まいの場所等を考慮して調整させていただきます。 

 

○報酬等について 

・ 期日前投票所の投票立会人に係る報酬額は、１日につき９，５００円です。 

また、費用弁償として１日につき１，０００円が支給されます。 

 

○その他 

・ 今回の選挙では県知事選挙・町長選挙・町議会議員選挙が同時に行われますが、県の

選挙と町の選挙の告示日が異なるため、１０月２２日までは知事選のみの受付となりま

す（知事選とあわせて町長選・町議選の期日前投票を受付けするのは、１０月２３日以

降となります）。 

・ 特定の候補者や政党等と直接に関係がある方が投票立会人となることは、選挙の公平

性確保の観点から有権者の誤解を招くおそれがありますので、もし該当する見込みであ

る場合には、その概要について申込書の余白等に記入をお願いします。 

該当する見込みがない場合には、表面の「確認事項」欄にチェックをお願いします。 

 


